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○釧路市阿寒町総合運動公園条例  

平成１７年１０月１１日  

釧路市条例第２６８号  

（設置）  

第１条 市民の心身の健全な発達及び体育の普及振興を図るため、釧路市阿

寒町総合運動公園（以下「運動公園」という。）を設置する。  

（名称及び位置）  

第２条 運動公園の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。  

（使用承認）  

第３条 運動公園を使用しようとする者は、あらかじめ釧路市教育委員会（以

下「教育委員会」という。）の承認を受けなければならない。  

２  教育委員会は、運動公園の管理運営上必要があると認めたときは、その

使用について条件を付し、これを変更することができる。  

（使用の制限）  

第４条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、運動公園の

使用を承認しない。  

（１） 公益を害するおそれがあると認められるとき。  

（２） 運動公園の建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められ

るとき。  

（３） 集団的又は常習的に、暴力的不法行為を行うおそれのある団体の

利益になると認められるとき。  

（４） 管理上支障があると認められるとき。  

（使用料）  

第５条 第３条第１項の規定により使用の承認を受けた者（以下「使用者」

という。）は、別表第２により算定した額（その額に１０円未満の端数が

あるときは、その端数を切り捨てた額）の使用料を納入しなければならな

い。  

２  前項の使用料は、使用の承認を受けたときに納入しなければならない。
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ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。  

３  教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免するこ

とができる。  

（使用料の不還付）  

第６条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が必要と認めた

ときは、その全部又は一部を還付することができる。  

（転貸等の禁止）  

第７条 使用者は、運動公園を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはなら

ない。  

（特別の設備等の承認）  

第８条 使用者は、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備え付け以外

の器具を持ち込み使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認

を受けなければならない。  

（使用承認の取消し等）  

第９条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使

用の承認を取り消し、又は使用を停止することができる。  

（１） 不正の手段をもって使用の承認を受けたとき。  

（２） 使用の目的以外に使用したとき。  

（３） 第３条第２項の規定により付され、又は変更された条件に違反し

たとき。  

（４） この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。  

（５） 管理運営上支障があると認められたとき。  

（原状回復）  

第１０条  使用者は、その使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復し

て返還しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、

又は使用を停止されたときも、同様とする。  

２  教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、

それに要した費用を使用者から徴収する。  
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（損害賠償の義務）  

第１１条  使用者は、運動公園の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失した

ときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別

の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。 

（委任）  

第１２条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成１７年１０月１１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町山村広場条例（平成

元年阿寒町条例第１６号）、阿寒町農業者トレーニング、スポーツセンタ

ー条例（昭和５７年阿寒町条例第４号）又は阿寒町営野球場の設置及び管

理に関する条例（昭和６２年阿寒町条例第５号）の規定によりなされた処

分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたも

のとみなす。  

附  則（平成１９年３月２２日条例第４９号）  

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。  

附  則（平成２３年３月１８日条例第１号）抄  

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。  

附  則（平成２６年３月２０日条例第４号）抄  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２６年４月１日から施行する。  

（使用料等の改定に係る経過措置）  

４  この条例（第１条、第９条、第１２条から第１５条まで、第１８条、第

１９条、第２１条から第２５条まで、第２８条、第２９条、第３１条、第

３２条、第３６条、第４４条、第５４条、第５７条、第６０条、第６４条

及び第６８条を除く。）による改正後のそれぞれの条例の規定（第２項第
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４号から第６号までに規定する規定を除く。）は、施行日以後の使用、占

用、入場、観覧、採取等（以下「使用等」という。）に係る使用料等であ

って、施行日以後に支払を受けるべきもの（施行日前に発行した納入通知

書に係るものを除く。）について適用し、施行日前の使用等に係る使用料

等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した

納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。  

５  次の各号に掲げる規定により施行日前に納入された当該各号に掲げる回

数券又は定期券に係る使用料等（有効期間があるものにあっては、有効期

間の末日が施行日以後であるものに限る。）によるそれぞれの公の施設の

使用等については、なお従前の例による。  

（１）から（３）まで  略  

（４） 第６１条の規定による改正前の釧路市阿寒町総合運動公園条例第

５条  同条例別表第２第３項第１号に規定する回数券に係る使用料  

（規則への委任）  

８  この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置

は、規則で定める。  

附  則（平成２７年１２月１２日条例第４９号）  

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  

附  則（平成３１年３月２２日条例第８号）抄  

（施行期日）  

１  この条例は、令和元年１０月１日から施行する。  

（使用料等の改定に係る経過措置）  

５  この条例（第１条、第９条、第１２条から第１６条まで、第２１条、第

２３条から第２６条まで、第２９条、第３０条、第３２条から第３４条ま

で、第３７条、第４０条、第４５条、第５７条、第６０条、第６３条、第

６７条及び第７１条を除く。）による改正後のそれぞれの条例の規定（第

２項第３号から第５号までに規定する規定を除く。）は、施行日以後の使

用、占用、入場、観覧、採取、入港等（以下「使用等」という。）に係る
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使用料等（第９項に規定する使用料等を除く。）であって、施行日以後に

支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等

又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例によ

る。  

６  次の各号に掲げる規定により施行日前に納入された当該各号に掲げる回

数券又は定期券に係る使用料等（有効期間があるものにあっては、有効期

間の末日が施行日以後であるものに限る。）によるそれぞれの公の施設の

使用等については、なお従前の例による。  

（１）から（３）まで  略  

（４） 第６４条の規定による改正前の釧路市阿寒町総合運動公園条例第

５条同条例別表第２第４項第２号に規定する回数券に係る使用料  

（規則への委任）  

１０  この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措

置は、規則で定める。  

附  則（令和元年６月２８日条例第２号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

別表第１（第２条関係）  

名称  位置  

阿寒町多目的広場  釧路市阿寒町中央１丁目２８番  

阿寒町多種目競技広場  釧路市阿寒町中央１丁目２８番  

阿寒町野球場  釧路市阿寒町中央１丁目２８番  

阿寒町スポーツセンター  釧路市阿寒町中央１丁目６番１号  

別表第２（第５条関係）  

１  阿寒町多目的広場使用料  

（単位 円）  

区分  単位  使用料  

半面使用  全面使用  
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貸切  一般  １日につき  ４，４８０  ８，９６０  

半日につき  ２，６５０  ５，３００  

１時間につき  ６６０  １，３２０  

大学生・高校生・中学

生・小学生  

１日につき  ２，２４０  ４，４８０  

半日につき  １，３２０  ２，６５０  

１時間につき  ３４０  ６６０  

夜間照明  １時間につき  ３７０  ７３０  

備考  「１日」とは、午前８時から午後５時までをいい、「半日」とは、

午前８時から正午まで又は正午から午後５時までをいう（２阿寒町多種

目競技広場使用料の表及び３阿寒町野球場使用料の表において同じ。）。  

２  阿寒町多種目競技広場使用料  

（単位 円）  

区分  単位  使用料  

貸切  一般  １日につき  ３，９７０  

半日につき  ２，３２０  

１時間につき  ５８０  

大学生・高校生・中学生・小学生  １日につき  ２，０００  

半日につき  １，１８０  

１時間につき  ３００  

夜間照明  １時間につき  ４５０  

個人  一般  １時間につき  ２８０  

大学生・高校生・中学生・小学生  １時間につき  １３０  

夜間照明  一般  １時間につき  ８０  

大学生・高校生・中

学生・小学生  

１時間につき  ３０  

３  阿寒町野球場使用料  

（単位 円）  
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区分  単位  使用料  

一般  １日につき  ４，１８０  

半日につき  ２，５１０  

１時間につき  ６３０  

大学生・高校生・中学生・小学

生  

１日につき  ２，０９０  

半日につき  １，２３０  

１時間につき  ３５０  

４  阿寒町スポーツセンター使用料  

（１） アリーナ  

（単位 円）  

区分  使用料（２時間につき）  

６月１日から９

月３０日まで  

１０月１日から

５月３１日まで  

貸切  一般  １／６面  ７４０  ９７０  

２／６面  １，４９０  １，９３０  

３／６面  ２，０２０  ２，６２０  

４／６面  ２，６００  ３，３７０  

５／６面  ３，１３０  ４，０６０  

全面  ３，５８０  ４，６４０  

大学生・高校生・

中学生・小学生  

１／６面  ３４０  ４４０  

２／６面  ６７０  ８８０  

３／６面  ９２０  １，１９０  

４／６面  １，１７０  １，５３０  

５／６面  １，４２０  １，８４０  

全面  １，６２０  ２，１１０  

個人  一般  １１０  １５０  

大学生・高校生・中学生・小学 ５０  ７０  
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生  

（２） トレーニングルーム  

（単位 円）  

区分  単位  使用料  

６月１日から９

月３０日まで  

１０月１日から５

月３１日まで  

一般  １回につき  １７０  ２８０  

回数券  １，７３０  ２，７５０  

大学生・高校生・中学

生・小学生  

１回につき  ９０  １３０  

回数券  ９２０  １，３２０  

備考  

１  使用料は、４時間をもって１回とする。  

２  回数券は、１１回券とする（（３）水泳プールの表において同じ。）。  

（３） 水泳プール  

（単位 円）  

区分  単位  昼間  夜間  

１０時～１８時  １８時～２０時  

小人  大人  小人  大人  

個人  １回につき  １６０  ３７０  ２１０  ４１０  

回数券  １，６９

０  

３，６２

０  

２，０６

０  

４，０９

０  

団体（１１人以

上）  

１人１回につき  １５０  ３４０  １６０  ３７０  

備考  

１  「小人」とは、小中学生をいう。  

２  使用料は、２時間をもって１回とする。  

３  回数券は、１開設期間中有効とする。  
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